
  

火災保険等の取扱について 
 
 

工事請負契約書第５７条に基づき，工事目的物及び工事材料等を下記により火災保険，

建設工事保険その他の保険に付して下さい。 

 

記   

 

１．保険の種別 

 

保険の種別は下記のいずれかとする。 

（イ）火災保険契約 

（ロ）建設工事保険契約 

（ハ）組立保険契約 

 

２．保険の対象 

 

工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）に火災保険等を付するものとする。 

工事目的物：工事出来高見込額相当部分とする。 

工事材料 ：現場に搬入した検査済み工事材料とする。 

支給材料 ：引渡し済支給材料とする。 

ただし，工事内容で基礎工事及び屋外工作物等については，付保する対象から除外す

ることができる。また，継続工事での前回建設部分及び改築工事（修繕，整備，模様替

え等を含む）での既存建物部分は，保険契約の対象としない。 

 

３．保険契約の時期，期間，金額 

 

加入期間及び金額は，受注者が下表により選択できる。 

保険の種類 付保の除外 工事種別 付保の時期 保険の期間 保険対象額 

火災保険 

建設工事保険 

組立保険 

・基礎工事 

・屋外 

工作物 

・地中 

埋設物 

建築 
工事着工時 

以前 

工期後 14 日 

又は引渡日迄※ 

工事の請負金額（支 

給材料等がある場合 

にはその額を加算し 

た金額）以上の額 電気 

機械 

機材搬入時 

以前 
同 上 

工事の請負金額（同 

上）から付保の除外 

部分の額を控除した 

金額以上の額 
建築 

基礎工事 

完了時 
同 上 

 

※引渡日が工期後 14 日を超える場合は引渡日迄保険契約を行ってください。 

 

工事請負変更契約を締結した場合は，直ちに保険会社と協議のうえ必要に応じ，前表

に準じて加入変更の処置を講じてください。ただし，工期末１週間以内に金額のみの契

約変更したものを除きます。 

 

４．保険証券の写しの提出 

 

受注者は，保険契約の都度，保険証券の写しを１部提出してください。 

年間総括契約をしている場合は，保険会社発行の当該工事が総括契約に含まれている 

旨の証明書を提出してください。 


